
コンビニエンスストア 電子マネー

クレジットカード

申込書記入例

ビジネスラリアート株式会社

　本申込書はＢＲペイメントにご加入いただくための申込書です。

お申し込みされる内容によって特徴がありますので、十分にご検討の上お申し込みください。

http://brpayment.jp/
info@eigyo.co. jp

ご契約時の費用について

BRペイメントでは、下記コンビニ・クレジットカードがご利用いただけます。（審査によってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。）

ご契約いただく場合には、初期設定費用15,000円(税込15,750円)が必要となります。なお、契約を「解約｣されても、この費用は

返還いたしませんので予めご了承ください。

A

B

C 請求書お届け先が所

在地と異なる場合

のみご記入下さい。

E 免許を所有する場合

のみご記入下さい。
D 必ず西暦でご記入下

さい。

F 必ず西暦でご記入下

さい。

G 決済処理の通知を受

け取るメールアドレ

スをご記入下さい。

未記入の場合は、申込

日を弊社にて設定させ

ていただきます。

※開発やカード審査に

よりご希望に添えない

場合もございますので、

予めご了承下さい。

必ずご捺印下さい。

（法人の場合は法人印）

２,３枚目

ゆうちょ銀行を指定

する場合は通帳記号・

番号を、銀行指定する

場合は銀行名・支店名・

預金種別・口座番号

をご記入下さい。

口座名義欄は共通必

須事項ですので、必ず

ご記入下さい。

※なお、法人の場合

㈱、㈲等の略書きは

不可。金融機関で受付

できません。

ＢＲペイメント加入契約申込書

H

I 個別にご利用希望の

場合のみ、お支払い方

法を選択してくださ

い。選択のない場合

は、全てのご契約とい

たします。（複数可）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号
業 務 連 絡 用
E　メ　ー　ル

電　話　番　号

ＢＲペイメント

都 道
府 県

銀　行　・　信 用 金 庫
信用組合・農業協同組合

※どちらかに丸を
  つけてください

普　通　　・　　当　座

□ セブンイレブン　□ ローソン・セイコマート　□ ファミリーマート　□ VISA・mastercard・MUFGcard・DCcard・UFJcard・NICOS

□ JCB・AmericanExpress　□ Diners Club　□ TOYOTA financialservice　□ SAISON CARS　□ UC CARS　□ BitCash　□ Edy・Edy mobile

□ 有　　□ 無

（総合口座）

支店・本店
出張所・御中

市 区
郡

都 道
府 県

円

円

円

市 区
郡

Copyright BusinessRalliart inc. ALL Rights Reserved

ＢＲペイメント利用約款に基づき決済代行サービス申し込み申請いたします。

ＢＲペイメント加入契約申込書

U　　　R　　　L

インターネット販売
年間取扱高

資　　本　　金

年　　　　　　商 業　　　種

従業員数

インターネット
販売実績

設　　　立

（ 西　暦 ） ※2

※2

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

名

円円～商品価格帯

支　店　名

口 座 番 号

部　署　名

役　　　　職

生年月日

（ 西　暦 ）

取　得　免　許

代表者氏名

代　　表　　者
ご 自 宅 住 所

担　当　者　名

所　　在　　地

（　現　住　所　）

会　　社　　名
（ ま た は 屋 号 ）

日本語名 ：

フ リ ガ ナ ：

ロ ー マ 字 ：

※お客様記入欄

※弊社記入欄

加　盟　店　名
※1

取　扱　商　品
（ 具 体 的 に ）

SHOP  URL

決 済 処 理 用
E　メ　ー　ル

銀 　 行 　 名

ゆ う ち ょ 銀 行
通帳記号・番号

預　金　種　別

口　座　名　義

個別お支払い希望
※3

受　付　日

回　答　日

加盟可否

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

可　　　・　　不　可　　・　　保　留

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

http://

http://

免許名称： 届出先： 免許番号：

※1　ローマ字名称は、アルファベット（大文字）と算用数字のみとなります。（記号文字は使用不可となります）
※2　必ず西暦でご記入ください。
※3  個別で決済会社を選択される場合のみチェックを入れてください。（チェックのない場合は、全ての決済会社の契約希望とします）  

必ずご捺印下さい

フ　リ　ガ　ナ

フ　リ　ガ　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

企　

業　

情　

報

担　

当　

者

口
座
情
報

お
支
払
い

方
法

カ
ー
ド
お
取
り
扱
い
店
舗

（　検　印　） （　担　当　印　）

請　　求　　書
お　届　け　先

※1

申込日
（西暦）

サービス
開始希望日

お客様
コード年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

※弊社記入欄

お見積り番号
※弊社記入欄

フ　　リ　　ガ　　ナ

1 0 の ※右から詰めてご記入下さい

フ　　リ　　ガ　　ナ

・本紙裏面「BRペイメントサービス約款」がございます。
　ご一読の上お申込ください。
・契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記載があった場合、
　契約解除となることがありますので、予めご了承ください。

備
考

検
印

2009 9 20 2009 11 20

2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

シモギョウクゴジョウカラスマヒガシイリマツヤマチ

ビーアールカブシキガイシャ

下京区五条烏丸東入松屋町438MCビル5階

沖縄県那覇市久茂地一丁目12-12　ニッセイ那覇センタービル5F

京都 京都

ＢＲ株式会社

携　帯　太　郎

600-8105

1972 10 10

2000

携帯コンテンツ制作事業 

50

10 10

shopralliart@info.jp

keitaihanako@eigyo.co.jp

eigyo.co.jp/

075-123-4567

075-123-4567

オリジナルパソコン販売 25万 50万

京都

ショップ・ラリアート

ショップ・ラリアート

シ ョ ッ フ
。

・ ラ リ ア ー ト

Shop  Ralliart 

ショップ・ラリアート

ギンザ　　　　　　　　ギンザフウゲツドウ

銀座６丁目６-１銀座風月堂ビル5F

www.eigyo.jp

1000万

3000万

5000万

東京 中央104-0061

携　帯　花　子 販売部

販売部長

ケイ　　タイ　　ハナ　　 コ

1 2 3 4 5 6 7
都

ケイ　　タイ　　 タ　　 ロウ

印



Ｆ Ａ Ｘ 番 号
業 務 連 絡 用
E　メ　ー　ル

電　話　番　号

ＢＲペイメント

都 道
府 県

銀　行　・　信 用 金 庫
信用組合・農業協同組合

※どちらかに丸を
  つけてください

普　通　　・　　当　座

□ セブンイレブン　□ ローソン・セイコマート　□ ファミリーマート　□ VISA・mastercard・MUFGcard・DCcard・UFJcard・NICOS

□ JCB・AmericanExpress　□ Diners Club　□ TOYOTA financialservice　□ SAISON CARS　□ UC CARS　□ BitCash　□ Edy・Edy mobile

□ 有　　□ 無

（総合口座）

支店・本店
出張所・御中

市 区
郡

都 道
府 県

円

円

円

市 区
郡

Copyright BusinessRalliart inc. ALL Rights Reserved

ＢＲペイメント利用約款に基づき決済代行サービス申し込み申請いたします。

ＢＲペイメント加入契約申込書

U　　　R　　　L

インターネット販売
年間取扱高

資　　本　　金

年　　　　　　商 業　　　種

従業員数

インターネット
販売実績

設　　　立

（ 西　暦 ） ※2

※2

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

名

円円～商品価格帯

支　店　名

口 座 番 号

部　署　名

役　　　　職

生年月日

（ 西　暦 ）

取　得　免　許

代表者氏名

代　　表　　者
ご 自 宅 住 所

担　当　者　名

所　　在　　地

（　現　住　所　）

会　　社　　名
（ ま た は 屋 号 ）

日本語名 ：

フ リ ガ ナ ：

ロ ー マ 字 ：

※お客様記入欄

※弊社記入欄

加　盟　店　名
※1

取　扱　商　品
（ 具 体 的 に ）

SHOP  URL

決 済 処 理 用
E　メ　ー　ル

銀 　 行 　 名

ゆ う ち ょ 銀 行
通帳記号・番号

預　金　種　別

口　座　名　義

個別お支払い希望
※3

受　付　日

回　答　日

加盟可否

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

可　　　・　　不　可　　・　　保　留

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

http://

http://

免許名称： 届出先： 免許番号：

※1　ローマ字名称は、アルファベット（大文字）と算用数字のみとなります。（記号文字は使用不可となります）
※2　必ず西暦でご記入ください。
※3  個別で決済会社を選択される場合のみチェックを入れてください。（チェックのない場合は、全ての決済会社の契約希望とします）  

必ずご捺印下さい

フ　リ　ガ　ナ

フ　リ　ガ　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

企　

業　

情　

報

担　

当　

者

口
座
情
報

お
支
払
い

方
法

カ
ー
ド
お
取
り
扱
い
店
舗

（　検　印　） （　担　当　印　）

請　　求　　書
お　届　け　先

※1

申込日
（西暦）

サービス
開始希望日

お客様
コード年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

※弊社記入欄

お見積り番号
※弊社記入欄

フ　　リ　　ガ　　ナ

1 0 の ※右から詰めてご記入下さい

フ　　リ　　ガ　　ナ

・本紙裏面「BRペイメントサービス約款」がございます。
　ご一読の上お申込ください。
・契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記載があった場合、
　契約解除となることがありますので、予めご了承ください。

備
考

検
印



Ｆ Ａ Ｘ 番 号
業 務 連 絡 用
E　メ　ー　ル

電　話　番　号

ＢＲペイメント

都 道
府 県

銀　行　・　信 用 金 庫
信用組合・農業協同組合

※どちらかに丸を
  つけてください

普　通　　・　　当　座

□ セブンイレブン　□ ローソン・セイコマート　□ ファミリーマート　□ VISA・mastercard・MUFGcard・DCcard・UFJcard・NICOS

□ JCB・AmericanExpress　□ Diners Club　□ TOYOTA financialservice　□ SAISON CARS　□ UC CARS　□ BitCash　□ Edy・Edy mobile

□ 有　　□ 無

（総合口座）

支店・本店
出張所・御中

市 区
郡

都 道
府 県

円

円

円

市 区
郡

Copyright BusinessRalliart inc. ALL Rights Reserved

ＢＲペイメント利用約款に基づき決済代行サービス申し込み申請いたします。

ＢＲペイメント加入契約申込書（お客様控え）

U　　　R　　　L

インターネット販売
年間取扱高

資　　本　　金

年　　　　　　商 業　　　種

従業員数

インターネット
販売実績

設　　　立

（ 西　暦 ） ※2

※2

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

名

円円～商品価格帯

支　店　名

口 座 番 号

部　署　名

役　　　　職

生年月日

（ 西　暦 ）

取　得　免　許

代表者氏名

代　　表　　者
ご 自 宅 住 所

担　当　者　名

所　　在　　地

（　現　住　所　）

会　　社　　名
（ ま た は 屋 号 ）

日本語名 ：

フ リ ガ ナ ：

ロ ー マ 字 ：

※お客様記入欄

※弊社記入欄

加　盟　店　名
※1

取　扱　商　品
（ 具 体 的 に ）

SHOP  URL

決 済 処 理 用
E　メ　ー　ル

銀 　 行 　 名

ゆ う ち ょ 銀 行
通帳記号・番号

預　金　種　別

口　座　名　義

個別お支払い希望
※3

受　付　日

回　答　日

加盟可否

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

可　　　・　　不　可　　・　　保　留

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

マンション・ビル名・郵便番号までご記入下さい

http://

http://

免許名称： 届出先： 免許番号：

※1　ローマ字名称は、アルファベット（大文字）と算用数字のみとなります。（記号文字は使用不可となります）
※2　必ず西暦でご記入ください。
※3  個別で決済会社を選択される場合のみチェックを入れてください。（チェックのない場合は、全ての決済会社の契約希望とします）  

必ずご捺印下さい

フ　リ　ガ　ナ

フ　リ　ガ　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

フ　　リ　　ガ　　ナ

企　

業　

情　

報

担　

当　

者

口
座
情
報

お
支
払
い

方
法

カ
ー
ド
お
取
り
扱
い
店
舗

（　検　印　） （　担　当　印　）

請　　求　　書
お　届　け　先

※1

申込日
（西暦）

サービス
開始希望日

お客様
コード年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

※弊社記入欄

お見積り番号
※弊社記入欄

フ　　リ　　ガ　　ナ

1 0 の ※右から詰めてご記入下さい

フ　　リ　　ガ　　ナ

・本紙裏面「BRペイメントサービス約款」がございます。
　ご一読の上お申込ください。
・契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記載があった場合、
　契約解除となることがありますので、予めご了承ください。

備
考

検
印



BRペイメントサービス利用約款

　当社は BR ペイメント利用約款の契約者（以下、「加盟店」といいます）に対し、クレジットカード決済代行・
コンビニエンス決済代行・電子マネー決済代行・BR ペイメント課金（以下、「本サービス」といいます）を、
本約款に基づき提供するものとします。
　加盟店は、本約款のほか、当社が別途加盟店向け本サービスに関する利用条件等を提示した場合は、
当該利用条件に従って本サービスを利用するものとします。

　当社は、本サービスの利用者である加盟店の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。
この場合、本サービスに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。
　本約款の変更は、当社ホームページに表示した時点で効力を生じるものとします。

　本サービスの加盟店は本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続に従って、当社に対し
利用申込を行うものとします。但し、加盟店が、以下の各号に記載する事由の何れかに該当する場合、当社
は、本サービスの申込みを承諾しない場合があります。
　(1)　加盟店の申込みに係る本サービスの提供が、技術的その他の理由により著しく困難であると当社
　　 が判断した場合
　(2)　加盟店が契約の義務を怠るおそれがあることを疑うに足りる相当な理由がある場合
　(3)　加盟店が本サービスを通じてアダルトサイト、風俗営業その他当社が適切でないと判断する内容の
　　 サービスを提供するおそれがある場合
　(4)　加盟店が第 5条 1項に定める商品を取り扱う場合
　(5)　加盟店が第 6条 2項に示す各条件に該当する場合
　加盟店と当社との本サービス契約は、当社が加盟店から前項に定める利用申込を受け、当該加盟店に
対するアカウントＩＤを発行した時に成立するものとします。
　本サービス契約は、最低契約期間を１年とします。

　本サービスにて提供するサービスの内容の詳細は、別に当社インターネットホームページ上等で定める
ものとします。また、サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、加盟店の承諾なしに変更すること
があります。
　加盟店が運営するオンラインショップを通じて商品購入の申込みをした者（以下、「利用者」といいます）
が、支払方法に本サービスが選択された場合について、本サービスを利用することができるものとします。

　取扱商品は、加盟店が予め当社に届け出たもののみとし、当社が認めた商品に限ります。
また、以下に該当する商品は取扱いの対象外とします。
　(1)　公序良俗に反するもの
　(2)　銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約その他関連法令の定めに違反するもの
　(3)　第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害するもの
　(4)　生き物
　(5)　その他、当社が不適当と判断したもの
　加盟店が旅行商品・酒類・米類等の販売にあたり許認可を得るべき商品を取扱う場合は、予め当社に
有効な許認可を証明する関連書類を提出するものとします。
　加盟店が当該許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、販売を停止するものとします。
　加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・その他の有効証券等は取扱うことができ
ません。但し、当社が個別に承諾した場合はこの限りではありません。
　加盟店は、コンピュータ通信を介したダウンロード等の方法によるソフトウェアおよびデジタルファイルの形
での情報等（以下、「デジタルコンテンツ」といいます）を取扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策等
を講じ、当社の承諾を得た運用方法により取扱いを行うものとします。
　加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する
文書等を保管するものとします。

　加盟店は、当社に対して、カード会社とのカード加盟店契約に関する一切の権限を委任するものとします。
　加盟店は、BR ペイメント利用契約の申込みを行うにあたり、原則として、以下の基準を満たさなければ
なりません。
　(1)　販売経路を問わず、オンラインショップを使用して販売している商品または類する商品の販売に係る
　　 経歴が、1年以上あること（当社が個別に承諾した場合は除く）
　(2)　個人事業主ではないこと（当社が個別に承諾した場合は除く）
　加盟店が、以下の各号に該当する場合、当社は本サービスを提供しない場合があります。
　(1)　加盟店が、虚偽の事実を申告したとき
　(2)　加盟店が、本サービス利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき及び現実に発
　　 生している場合
　(3)　加盟店が、過去に BR ペイメント利用約款その他当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由に
　　 より当社から解除されたことがあるとき
　(4)　加盟店が、クレジットカード会社による加盟店登録の審査を通過しなかったとき
　(5)　当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき
　(6)　その他、当社が不適当と判断したとき
　当社は、本サービスを提供しない理由について、加盟店に開示しないものとします。

　加盟店は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用負担において、当社所定の方法により、加盟店
のパソコン端末と当社の本サービス用のサーバ間のオンライン接続を行うものとします。
　加盟店は、前項のオンライン接続に関して当社から別途指示があった場合は、これを遵守するものとします。
　加盟店は、利用者に疑義を生じさせないよう、オンラインショップのあるホームページ（以下、「本件ホーム
ページ」といいます。）上に次の各号の事項をすべて明示するものとします。
　(1)　オンラインショップが加盟店の名において運営・管理されている旨
　（2）　加盟店の住所、商号または名称、ならびに代表者の氏名
　（3）　加盟店の問合せ窓口の部署名、同部署の責任者の氏名、電話番号、ならびに電子メールアドレス
　(4)　商品の内容、引渡し条件、提供価格、支払条件、取引きの成立時期ならびにその他の提供条件
　（5）　商品についての問合せ及び苦情対応は加盟店が受付る旨
　（6）　商品の注文者または提供先を日本国内に居住する者に限定する場合は、その旨
　（7）　通信販売法の法規（特定商取引に関する法律）の表示
　（8）　コンビニ決済の明細には「BR ペイメント」として記載される旨
　（9）　オンラインショップにおいて、利用者が使用することが可能な決済方法の種類
　（10）　加盟店が責任を取りえない範囲について
　（11）　その他、法令等により表示が義務付けられた事項及び当社が必要と認めた事項
　加盟店は、当社が商品の販売主体である、もしくは販売当事者として関与している、または加盟店が当社
からの代理権を授与されていると利用者が誤解するおそれのある表示を行わないものとします。
　加盟店は、社団法人日本通信販売協会が定める通信販売業における電子商取引のガイドラインを遵守する
ものとします。
　加盟店は、自己の名と責任において、利用者からの商品購入の申込みを受け付けるものとします。
　加盟店は、宣伝広告にあたり特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、その他関係法令を遵守する
ものとします。
　加盟店は、本サービスを利用するにあたり、利用者の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとし
ます。
　(1)　利用者との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的
　　 に利用者が不利にならないよう取り計らうものとします。
　(2)　利用者との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう、確認画面を表示する等誤操作の防止措置を
　　 講じるものとします。
　(3)　会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し
　　 速やかな対応を行うものとします。

　加盟店が本契約または本契約に基づく取引きに関連して当社またはカード会社等に損害を与えた場合に
は、当社またはカード会社等が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
　当社がその他委託業務に関連してカード会社等損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した加盟店は、
当社と連帯して、カード会社等の被った損害を賠償する責任を負うものとします。

　加盟店は利用者に販売するすべての商品について、原則として商品の提供から 2 週間以内の期間において
は商品の返品または交換を受け付けるものとし、本件ホームページ上にその旨を明記するものとします。但し、
商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合はあらかじめ当社に申し出、当社の承諾を得るものとし、
当社に承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとします。
　利用者から商品の返品依頼があった場合、当該商品が加盟店に返却到着した日をもって申込取消日と
します。

　会員から通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる
場合には、加盟店は当該通信販売に係る売上票に記載された通信販売額と同額を記載した取消に係る売上票
（以下、「取消伝票」という）に当社所定の事項を記載して、所定の方法により当社に提出するものとします。
　前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社
所定の方法で支払済の代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金
よりこれを差し引くことができるものとします。なお、当社において当該代金が差し引くべき金額に足りない
ときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。

　本約款に基づく本サービスの利用の対価（以下、「利用料金」といいます）は以下の項目からなります。
　(1)　初期費用　加盟店が、サービスを受けるにあたって支払うセットアップ等の費用
　(2)　月額費用　加盟店が利用約款に基づくサービスの利用の対価として支払う月額利用料金等の費用
　(3)　手数料等　当社が加盟店に代わり、加盟店の支払いや作業を代行した場合の費用
　前項の利用料金及びその支払方法は別に定めるものとします。また、当社は加盟店の承諾なく利用料金を
改定することがあります。

　当社及び加盟店は、決済日毎に、それぞれの支払期日が到来するものとし、手数料、収入印紙代の合計額と
商品代金等とを何ら意思表示を要することなく、対当額にて相殺するものとし、当社は、相殺した後の商品
代金等の残額を当該決済日に加盟店に対して支払うものとします。但し、毎月最終の締め日に対応する決済日
については、手数料、収入印紙代の合計額に併せて月次処理料についても、商品代金等と対当額にて相殺する
ものとします。
　前項の相殺時において、万一商品代金総額が、手数料、収入印紙代の合計額（毎月最終の締め日に対応する
決済日については、これに月次手数料を加算）を下回った場合、加盟店はその下回った額を当社に対し、各締め
日に属する月の翌月末日までに、当社の銀行口座に支払うものとします。

　BR ペイメント利用契約の契約期間は、加盟店の申込みを当社が承諾した日より 1年間とし、期間満了の
3ヶ月前までに加盟店と当社のいずれか一方の当事者より、同契約を終了させる旨の書面による意思表示
がなければ、同契約は期間満了のときより 1年間自動的に更新し、以後も同様とします。

　BR ペイメント利用契約が終了した場合には、加盟店は直ちにホームページから、同契約に関する
クレジットカード取扱い及びこれにかかわる表示をすべて削除するものとします。
　BR ペイメント利用契約の終了以前に加盟店利用者から注文を受け付けている商品については、加盟店は、
同契約の終了後も引き続き本約款に基づく責任を負うものとします。
　利用契約の終了後も、本条、第 17条、第 20条、第 27条、第 31条の各規定については、引き続き効力を有する
ものとします。

　加盟店は、本サービスを使用するに際し、以下の行為を行ってはならないものとします。
　(1)　犯罪に結びつく行為及びその可能性のある行為
　(2)　公序良俗に反する行為
　(3)　消費者の判断に錯誤や誤解を与えるおそれのある行為

　(4)　他の出展者その他の第三者に対し、財産権（知的財産権を含む。）の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗
　　 中傷その他の不利益を与える行為
　(5)　虚偽の情報を入力する行為
　(6)　本サービスと同種または類似の業務を行う行為
　(7)　本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
　(8)　有害なコンピュータ・プログラム、メール等を送信または書込む行為
　(9)　加盟店が適切に管理されている送信先データに基づかない不特定多数者へのメール送信行為
　(10)　アカウントＩＤを第三者に対して譲渡、貸与し、又は第三者と共用すること
　(11)　二重売上・架空売上・売上代金の水増し・売上代金の分割記載・その他不実事項や他人名義での売上等、
　　 虚偽の売上を行うこと
　(12)　いわゆる風俗やアダルトもの、猟奇もの等、公序良俗に反するコンテンツ関係の代金回収
　(13)　加盟店及び当社が関係当局から処罰されるようなコンテンツ関係の代金回収
　(14)　訪問販売等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する
　　 法律・規則等に違反すること
　(15)　有効なクレジットカードによる販売を拒絶し、他の支払方法を要求すること
　(16)　販売金額に本約款に定める以外の制限を設けること等利用者に不利となる差別的取扱いを行うこと
　(17)　本サービスの利用者に現金払いと異なる金額または事務手数料を提示すること
　(18)　本サービスの利用者に対し、故なく販売を拒絶すること
　加盟店は、法令により販売が禁止されているサービスの提供や、第三者の権利を侵害、或いは法令に違反する
おそれのある行為、アダルトサイト、風俗営業その他当社が不適切と判断する内容のサービスを提供することは
できないものとします。

　加盟店は、本約款及び BRペイメント利用契約における権利、義務または契約上の地位を第三者に譲渡することは
できません。また、加盟店の業務の全部または一部を、当社の事前の承諾なく第三者に委託することはできません。

　利用者の購入の意思確認ができないときは、当社は本サービスの利用を拒絶できるものとします。
　利用者が、前条に定める事由のほか、商品購入の取消、解除等、加盟店に対して生じる事由により、クレジットカード
会社に対する支払いの拒否した場合、当社は、利用者ならびに加盟店に当該事由の有無を調査できるものとします。
　前項の利用者の支払拒否の主張が正当な申し出である場合は、当社は、加盟店に対し当該購入に係わる支払いを拒
否することができるものとし、既に加盟店に支払いがなされている場合は、加盟店は、当該支払代金を直ちに当社に
払戻すものとします。

　利用者またはカード会社等が加盟店からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、
当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。

　当社は、売上票又は売上票に係る通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係る加盟店
の承認番号の有無に関わらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支
払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該支払済の代金相当額を返還する
か、又は、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
　（1）　利用者より自己の利益によるものではない旨の申し出が当社又は加盟店にあったとき
　（2）　加盟店が提出した売上票が正当なものでないとき、又は売上票の記載内容に不実不備があるとき
　（3）　本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を行い、当社宛に支払い請求をしたとき
　（4）　第 5条、第 15 条、第 16 条に反して、通信販売を行ったとき
　（5）　通信販売を行った日から、カード会社指定の期日以内に当社へ到着した売上票であって、当該売上票に
　　 係る通信販売代金が、当社において利用者より回収不能となったとき
　（6）　通信販売を行った日からカード会社指定の期日を超えて、当社に到着した売上票であるとき
　（7）　原因となる通信販売に関し、苦情、紛議等については当社若しくは利用者又はカード会社等から加盟店が
　　 通知を受けた日から、また第 18条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から 2ヶ月を経過
　　 しても解決しないとき
　（8）　利用者が商品等の売買契約又は役務提供契約をしたにも関わらず、第 10条に定める手続きを行わないとき
　（9）　加盟店の事情により、利用者に対する商品の引渡し、提供が困難になったとき
　(10)　加盟店から提出された売上票に疑義があることを理由として調査が開始された場合において、当該調査
　　 開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき
　(11)　当社が本契約を解除した日以降又は加盟店が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に通信販売
　　 されたものであるとき
　(12)　売上データの提出を認められている加盟店が、当社の求めに対して売上票を速やかに提出しないとき
　(13)　その他、通信販売が本契約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき
　(14)　その他、カード会社等から差し戻し請求の通達がなされたとき

　加盟店の販売する商品の瑕疵、発送上の破損、アフターサービスの苦情のトラブルに関しては、利用者からの
キャンセルに応じる等、原則として利用者と加盟店の間で解決するべきものとします。
　前項にもかかわらず、加盟店と利用者の間で当社が紛争に巻き込まれ、紛争解決に費用を支出したときは、訴訟
費用、弁護士費用、利用者に対して支払った解決金その他当社の支出した費用を加盟店が当社に支払うべき責めを
負うものとします。
　前項の場合、当社は、加盟店に必要な協力を求めることができるものとします。
　第 1項の場合で、カード会社等が、利用者に対し当該商品の代金を既に請求しているときは、加盟店は当該取引
の事故処理について、当社に速やかにその内容を連絡の上、当社の指示に従い処理するものとします。

　加盟店は、何時でも本契約の解約を申し出ることができます。この場合、加盟店は、当社に対し、解約を希望する
３ヶ月前迄に当社所定の方法により申込みを行い、当社が承諾した月の翌々月末日をもって解約がなされるもの
とします。但し、最低契約期間満了前の解約に関しては、加盟店は当社に対し、第 22 条に定める中途解約違約金
を支払わなければなりません。
　当社は、何時でも本契約の解約を申し出ることができます。この場合、当社は、当社ホームページへの掲載、
メールによる通知その他当社が適切と判断する方法により、加盟店に対し、解約の通知を行い、当該通知が到達
した日の属する月の翌月末日をもって解約がなされるものとします。

　第 3条に定める最低契約期間満了迄に、第 21 条１項による契約の解除、若しくは第 24 条による解約がなされた
場合、加盟店は最低契約期間満了までの期間に応じた利用代金相当額を、当社に中途解約違約金として支払わなければ
なりません。
　加盟店が利用代金の支払いを延滞した場合、利用代金とは別に年利 12％の遅延損害金を当社に支払わなければ
なりません。
　加盟店が利用代金の支払いを不法に免れた場合、利用代金とは別に免れた金額の 100％相当額を割増金として当
社に支払わなければなりません。

　当社は、本サービスのうち、特定の内容のサービスを廃止できるものとします。この場合、当社は加盟店に対して
サービスを廃止する 1カ月前までにその旨を通知するものとします。

　加盟店において、以下の各号に記載する事由の何れかが発生した場合、当社は加盟店に対し事前に通知すること
なく、本サービスの一部若しくは全部の提供を停止し、又は、契約を解除することができるものとします。
（1）　加盟店が本約款の規定に違反をした場合
（2）　加盟店が料金の支払いを遅延した場合
（3）　加盟店が申込書等で当社に届出た氏名等の情報に、虚偽の内容が含まれていた場合
（4）　加盟店が本サービスを利用する上で、違法行為或いは公序良俗に反する行為を行った場合
（5）　手形または小切手の不渡りが発生した場合
（6）　差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けた場合
（7）　破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがなされた場合
（8）　前 3号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと当社が認めた場合
（9）　クレジットカードの仕組みを悪用する等、クレジット会社との加盟店契約に違反した場合
（10）　会員からの苦情、その他の事情により当社が加盟店として不適当と認めた場合
　前項の解除は、当社による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
　当社は、1項各号記載の事由が生じた場合、加盟店の当社に対する決済の委託を一括して取消すことができるも
のとします。

　加盟店は当社に届けている名称、住所、電話番号、支払いに利用している預金口座の情報等に変更が生じた場
合、直ちに所定の方法にて当社に届出を行うものとします。
　前項のうち加盟店が名称の変更を行う場合、加盟店は当該変更事実を証明する書類を提示しなければならない
ものとします。
　加盟店が前 2 項の変更届けを怠った場合、当社からの加盟店に対する通知または送付書類が延着または不到着
となっても、当社は通常到着すべき時に到着したものとみなすことができ、また当社が変更前の届け出事項に基づき
本約款に基づく取引を行ったことにより生じた一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について、当社は
一切の責任を負わないものとします。
　加盟店に事業譲渡、合併、会社分割等の理由により地位の承継があった場合、当社は、当該承継者の本サービスの
利用権を認めるものとします。この場合、加盟店及び本サービスの承継者は、連名で当社に対し、当該事実を通知する
と共に承継の事実を証明する書類を提示し、未払利用代金がある場合は、連帯して当該利用代金を支払わなければ
ならないものとします。

　加盟店は、クレジットカード・コンビニエンスストアのマークならびに名称を、本約款の目的に限り、ホームページ上
で使用することができるものとします。但し、クレジットカード会社・コンビニエンスストア会社からその使用及び
使用の態様等について指示があった場合には、これに従わなければなりません。
　加盟店は、当社の商号及び商標を使用する場合は、事前に許諾を得るものとします。但し、別途当社が指定する
方式により使用する場合はこの限りではありません。
　当社は、加盟店の商号及び商標を、自己が発行する電子著作物、刊行物、その他当社が提供するサービスの案内の
目的に限り、無償で使用することができるものとします。

　加盟店及び当社は、本契約に関連して知り得た利用者の個人情報及び個人信用情報ならびに相手方の営業上の
秘密情報及び技術的な秘密情報を、第三者に漏洩もしくは公開または本契約の履行以外の目的に利用しては
ならないものとし、善良なる管理者の注意をもって保存管理するものとします。
　前項の規定は、本契約の終了後も効力を失わないものとします。

　本サービスを提供するためのシステムは、原則として 24 時間運用するものとします。但し、システムまたは
関連設備の障害や修繕保守等、やむを得ない事由による運用の停止はこの限りにありません。そのような場合、
当社は可能な限り事前通告を行いますが、天災、突発事故等の場合は通告を省略することができるものとします。
　システムに支障が生じたときは、当社はなるべく迅速に回復、修理する努力を行います。
　本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、当社はその責を負わないものとします。

　加盟店は、BR ペイメント利用契約に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、クレジットカード会社ならびに
当社の加盟する信用情報機関に登録され、これら当該機関に登録された情報（既に登録されている情報を含む）が、
加盟店に関する加盟入会審査及び加盟登録後の管理のため、当該機関の参加会員によって利用されることに同意
するものとします。
　当社は、加盟店の本サービスの利用に関する情報を、加盟店のプライバシーに配慮し、加盟店の同意の上で
本サービスに関するサービス向上のために利用することができるものとします。

　天災地変、戦争、暴動、内乱、内外法令の制定・改廃、公権力による命令･処分、争議行為、回線状況等により適時に
データ送信が行われない等その他当社の責に帰することのできない事由（以下、不可抗力事由という）による加盟店、
利用者及びその他の第三者について、当社はその責を負わないものとします。

　本約款は、日本法に基づいて解釈されるものとし、当社と加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方
裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（全 31 条、以下余白）

　ビジネスラリアート株式会社（以下、「当社」といいます）は、当社が運営するＢＲペイメントの利用について、以下
のとおり定めます。（以下、「本約款」といいます）

第１条（総則）
　　１.

　　２.

第２条（約款の変更）
　　１.

　　２.

第３条（契約方法）
　　１．

　　２．

　　３．

第４条（サービス）
　　１．

　　２．

第５条 (取扱商品 )
　　１.

　　２.

　　３.
　　４.

　　５.

　　６.

第６条（利用約款の締結等）
　　１.
　　２.

　　３.

　　４.

第７条（加盟店の義務）
　　１.

　　２.
　　３.

　　４.

　　５.

　　６.
　　７.

　　８.

第８条（加盟店の責任）
　　１.

　　２.

第９条（申込取消）
　　１.

　　２.

第 10 条（キャンセル処理）
　　１.

　　２.

第 11 条（利用料金）
　　１.

　　２.

第 12 条（相殺）
　　１.

　　２.

第 13 条（BR ペイメント利用契約の期間と更新）

第 14 条（BR ペイメント利用契約終了後の措置）
　　１.

　　２.

　　３.

第 15 条（禁止行為）
　　１.

　　２.

第16条（権利譲渡等の禁止）

第17条（支払拒否等）
　　１.
　　２.

　　３.

第18条（支払い停止の抗弁）

第19条（支払いの取消し･留保）

第20条（紛争解決）
　　１．

　　２．

　　３．
　　４．

第21条（任意解約）
　　１．

　　２．

第22条（中途解約違約金、遅延損害金及び割増金）
　　１．

　　２．

　　３．

第23条（サービスの廃止）

第24条（当社による解除）
　　１．

　　２．
　　３．

第25条（届出の変更）
　　１．

　　２．

　　３．

　　４．

第26条（商標等）
　　１．

　　２．

　　３．

第27条（個人情報の保護及び機密保持）
　　１．

　　２．

第28条（システムの運用管理）
　　１．

　　２．
　　３．

第29条（情報の利用）
　　１．

　　２．

第30条（諸法令及び諸規則の遵守）

第31条（準拠法、合意管轄裁判所）
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